
京都府土地利用基本計画（農業地域）の変更について（案）

令和５年７月

京　　　都　　　府



別紙様式
変更内容説明書
１　五地域区分の変更概要
　(１)総括表

面積(ha) 割合(％) 拡大面積(ha) 縮小面積(ha) 差引面積(ha) 面積(ha) 割合(％)
(①) （①／県土面積) （②) (③) （④：②－③) (⑤：①＋④) （⑥:⑤／県土面積)

五地域計　　　
(ｆ：ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ)

注１：県土面積は、令和５年４月１日現在の国土地理院公表の県土面積である。
注２：五地域区分の面積は、土地利用基本計画上で計測したものである。

五地域区分
現行計画の面積 変更する面積 変更後の計画面積

都市地域(ａ) 189,511 41.1 189,511 41.1

農業地域(ｂ) 144,102 31.2 6 20 -14 144,088 31.2

森林地域(ｃ) 351,605 76.2 351,605 76.2

自然公園地域（ｄ) 96,822 21.0 96,822 21.0

自然保全地域(ｅ) 232 0.1 232 0.1

782,272 169.6 6 20 -14 782,258 169.6

白地地域 4,234 0.9 4,234 0.9

県土面積 461,220 100.0 461,220 100.0
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各種個別規制法に基づく土地利用規制の概要
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原生自然環境保全地域
（第14条）

自然環境保全地域
（第22条）

都道府県自然環境
保全地域（第22条）

※ 土地利用規制が相対的に弱い地域＝計画白地地域

普通地区（第46条）

特別地区（第46条） 都道府県の条例による、自然環境保全
地域の規制の範囲内での規制

普通地区（第28条）

海域特別地区（第27条）

特別地区（第25条）

（一定の行為の届出）

（一定の行為の制限）

その他

立入制限地区（第19条）

普通地域（第73条）

特別地域（第73条）

普通地域（第33条）

海域公園地区（第22条）

特別地域（第20条）

その他

保安林（第25条、第25条の2）

その他

農用地区域（第8条第2項）

その他

市街化調整区域（第7条）

市街化区域（第7条）

（自然環境保全法）

（原則として立入の規制） 一定の行為の制限
（第17条）

都道府県の条例による国立公園の規制
の範囲内での規制

都道府県立自然公園
（第72条）

国立公園・国定公園
（第5条）

（自然公園法） （一定の行為の届出）

（一定の行為の制限）

（1haを超える開発行為の制限（第10条の2））

（原則として開発行為の制限（第34条））

国有林（第2条第3項）

地域森林計画対象民有林
（第5条）

（森林法）

農業振興地域（第6条）

（農振法）

都市計画区域（第5条）

（都市計画法）

農振計画の達成に支障を及ぼす恐れがあると認められる
開発行為への勧告・公表（第15条の4）

3,000㎡以上等の開発行為の制限
（第29条第1項） その他

用途地域（第8条）

（原則として開発行為の制限（第29条第1項第2号））

（1,000㎡以上等の開発行為の制限（第29条第1項第1号））

・原則として開発行為の規制（第15条の2）
・農用地利用計画で指定された用途以外の
用途への転用の制限（農地法第4条第2項）
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変更地域名 関係
（図面番号） 市町村名 拡大面積 縮小面積

(ha) (ha)
名称 面積 名称 面積 地目 面積

１
舞鶴農業地域
（９－３）

舞鶴市 6 都 6 市街 6
農地
その他

2
4

営農継続により、市街地整備
の見込みがない区域であり、
市街化調整区域へ編入され
ることとなったことから、総合
的に農業の振興を図るため
農業振興地域に編入する。

舞鶴農業振興地域の変更
（令和５年度）

舞鶴都市計画区域区分の
変更（市街化調整区域編
入）（令和５年度予定）

令和５年６月12日
近畿地方整備局と事前協
議完了（令和５年６月12日
付け国近整計管京都決第
２ー１号）

※近畿農政局から事前協
議は不要との回答

舞鶴市大字上安小字穴
谷、小字福谷、小字仲イナ
キ、小字ショブ、小字暮谷、
小字シミズケ迫及び小字宮
谷の各一部

２
京田辺農業地域

（９－９）
京田辺市 20 都 20 調整 20

農地
その他

13
7

JR京田辺駅、近鉄新田辺駅
中心とした中心市街地におけ
る都市機能のさらなる充実を
図るため、土地区画整理事業
を実施するものであり、本地
域では農業振興を図る必要
がないため市街化区域に編
入する。

京田辺農業振興地域の変
更（令和５年度）

綴喜都市計画区域区分の
変更（市街化区域編入）（令
和５年度予定）

令和４年６月28日
近畿農政局と事前協議完
了

令和５年５月17日
近畿地方整備局と事前協
議完了（令和５年５月17日
付け国近整計管京都決第
１－２号）

京田辺市田辺石塚並びに
稲葉、柿ノ内、波風、蕪木、
池ノ尻、草屋、明田及び西
浜の各一部

6 20 26 26 0 26

※面積については、四捨五入により端数処理を行っています。

土地の所在

(２)　変更地域別概要

整理
番号 (ha)

変更する面積

合　　計

変更を必要とする理由(地域
設定に伴う土地利用に関する
基本的事項)

関連する個別規制法の措
置

個別規制法の調整状況

変更部分の地
目状況白地地域

の増減

変更する部分の重複面積(ha)
他地域との
重複

細区分の指
定状況
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京都府土地利用基本計画地域区分変更位置図 

図の中心位置： 縮尺 35.240, 135.480 （北緯,東経） 1:779189 

１ 舞鶴農業地域（上安地区） 

２ 京田辺農業地域（田辺地区） 
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１ 舞鶴農業地域（拡大）（上安地区） 
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１ 舞鶴農業地域（拡大） 

図の中心位置： 縮尺 35.460, 135.350 （北緯,東経） 1:9600 

当該区域は市街化区域から 

市街化調整区域に都市地域の細区分を変更。 
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市街化調整区域 編入検討候補地

：市街化調整区域 編入検討候補地
（238.6ha）

■舞鶴市都市計画見直し 箇所

R2逆線 堂奥
A=37.0ha

R3逆線 安岡
A=3.78ha

R2逆線 喜多
A=12.0ha

R3逆線 上福井 下福井
A=6.70ha

上安 暮谷地区A=3.47ha

上安 穴谷地区A=2.97ha

市街化調整区域への編入要望受付期間を設け、
地域ごとに具体的な説明を行い、協議を進めていく
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２ 京田辺農業地域（縮小）（田辺地区） 
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２  京田辺農業地域（縮小） 

図の中心位置： 縮尺 34.820, 135.770 （北緯,東経） 1:9600 
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